
香港政府、（i）関連会社から取得した知的財産（IP）および、（ii）IP使用権に係るア
ップフロントのライセンス料に関する損金算入を検討

上記2つの損金算入案は、政府が2026年1月に公表した業界向けコンサルテーション・ペーパーに含まれてお
り、その後、2026年3月にステークホルダーとの意見交換が実施されました。

当該意見交換において、内国歳入局（以下、「IRD」）の担当者は、税務上の対称性の原則に基づく内国歳入法
（以下、「IRO」）のセクション16EC（4）（b）の維持の正当性を含め、当該検討案における主要な税務規定の趣旨
について、より詳細な説明を行いました。

これらに関する法案は、2026年中に提出される予定です。上記についてご質問がございましたら、ご担当の税
務専門家にご連絡ください。
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関連会社からのIP取得に係る投資

損金算入の条件について

租税回避防止策として、現行のIROのセクション16EC（2）は、関連会社から全部または一部を購入したIPに係る投資について、損金

算入を認めていません。多国籍企業がIP管理を香港に集中し、IPのグループ内移転を促進して効果的な活用と実用化を図るため、政

府はセクション16EC（2）を適切に緩和することを検討しています。

この検討では、関連会社から購入したIPに係る投資について、以下の条件を満たした場合、損金算入が認められます。

 セクション16Eに基づく特許権およびノウハウ権

 セクション16EAに規定される著作権、登録意匠、登録商標、保護対象のレイアウトデザイン（立

体形状）権、保護対象の植物品種権、および実演家の経済的権利（すなわち、その範囲は現行

のIROのセクション16Eおよび16EAで規定されている8種類のIPと同一である）

適格IP

 IROのセクション61Aの既存の一般的な租税回避防止規定に加えて、新たな「主要目的テスト」

が導入され、関連会社からのIPの取得費用について、その取得の主要目的または主要目的の

一つが租税上の便益1 を得ることである場合、損金算入が認められなくなる

 IROのセクション16EC（4）に規定されているその他の現有の特定租税回避防止規定については、

引き続き適用される。特に、本提案の下では、セクション16EC（4）（b）を維持し、ライセンス契約

に基づき納税者以外の者が香港外でIPを完全または主に利用する場合にも、損金算入を認めな

い措置を継続する

租税回避防止規定

 グループ内のIPの国内移転については、IROのセクション50AAJに基づく国内取引非課税取扱

いの対象外とし、香港の移転価格税制の適用対象とする

 また、当該移転についても、関連取引の総額が一定の基準額を下回る場合を除き、香港の移転

価格文書化要件が適用される

移転価格要件

 関連当事者間取引において取得原価が300万香港ドル以上である場合、第三者による独立評

価報告書の提出が必要

 損金算入を裏付けるため、要請に応じて独立評価報告書を提出する必要がある

独立評価要件

香港のIP譲渡人の売却収入（キャピタルゲインを含む）に対する課税

香港の同一企業グループ内で価値が上昇したIPを譲渡する場合に、納税者が本案に基づいて過大な損金算入が認められることを防

ぐため、譲渡人が受け取った売却代金（キャピタルゲインを含む）の全額から、当該IPに係る未だ損金算入が認められていない取得費

用の額を控除した金額は、譲渡人の取引収益と見なされ、事業所得税の課税対象となります。

ライセンス契約におけるIP使用権に係るアップフロントのライセンス料

損金算入の適用条件

政府は、IPの開発・実用化をさらに促進するため、ライセンス契約の下でIP使用権に係るアップフロントのライセンス料について、それ

が資本性支出であるか収益性支出であるかを問わず、香港において課税対象となる利益を生み出すために発生したものである限り、

損金算入を認めることを検討しています。

1 租税上の便益とは、内国歳入法に基づいて課される納税義務の回避、延期、または軽減を指します。
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損金算入に関する条件の政府案は以下のとおりです。

 独占ライセンス、単独ライセンスおよび非独占ライセンス適格ライセンス

 上記のセクション16Eおよび16EAに基づく8種類のIP適格IP
 ライセンス期間を通じて均等に配分される

 ライセンス条件が後日変更された場合、特別な規則が適用される

損金算入の期間

 IPライセンス権の終了または譲渡による収益のうち、許可額を超える収益は、課税対象となる

取引収益として扱われる

クローバックに関する取決

め

以下の状況が認められる場合、内国歳入局長官は以下の権限を有する。

 損金算入の対象となる独立企業間価格を決定する

 ライセンシーに対し、損金算入を裏付ける評価報告書の提出を求める

 IP使用ライセンスの取得、譲渡、または終了に際して、その他の取引と併せて対価を適切に配

分する

租税回避防止規定

香港のライセンサーが受領するアップフロントのライセンス料への性質にかかわらない課税

さらに、税務上の対称性を確保するため、ライセンシーが本政府案に基づきアップフロントのライセンス料について損金算入を申告す

る場合には、香港のライセンサーが受領する、またはライセンサーに帰属する当該ライセンス料は、香港で課税対象収益と見なされま

す。

論評

EYは、上記の政府案を歓迎いたします。これらの案は、香港がアジアのIP取引ハブとしての地位をさらに強化するとともに、マーケティ

ング、法務および評価等のIP関連専門サービスに対する需要を創出するものと期待されます。

香港のIP譲渡人に生じるキャピタルゲインに対する課税案

政府が、IPの価値が上昇している場合に、グループ内で当該IPを時価で移転することにより、グループ全体として当該IPの取得原価を

上回る金額について損金算入が認められる点を懸念していることは理解できます。

しかし、この措置案は、納税者が価値上昇したIPを保有する対象会社の株式を取得するような商業的M&Aを促進しない可能性があり

ます。このような場合、買手は、株式取引を通じて、実質的に価値上昇後のIPの価値全体を支払っていると考えられます。

買収直後に、グループ内でIPを統合してより効果的に活用するため、対象会社から他のグループ会社へIPを移転する場合、本措置案

の下では、対象会社にキャピタルゲイン課税が生じます。これは、グループが当該IPの時価相当額を実質的に負担しているにもかか

わらず課税されるということです。

上記の租税回避防止規定だけでは十分に対応できないのであれば、政府は、グループ内譲渡人のキャピタルゲインに課税するので

はなく、グループ内譲受人に認められる損金算入を、当該IPについてグループが実際に負担した費用（株式取引に係る費用を含む）に

限定することも検討し得ると考えられます。

セクション16EC（4）（b）の適用維持をめぐる議論

IROのセクション16EC（4）（b）は、ライセンス契約に基づき、納税者以外の者によりIPが香港外で全部または主として使用される場合

には、当該IPの取得費用について損金算入を認めません。当該規定を現行のまま維持することについては、議論の余地があるように

思われます。

特に、香港納税者が、海外の委託製造業者に対して香港外でIPを使用する権利を無償で付与し、その委託製造業者が製造した物品

の販売により香港納税者に帰属する利益が香港で課税対象となる場合にも、セクション16EC（4）（b）が適用され、当該IPに係る損金

算入が認められないこととなります。

2020年8月に発行された改訂実務解釈指針（DIPN）第22号のパラグラフ9では、ロイヤルティ所得の源泉地判定に関し、以下のよう

に述べられています。

「香港外において知的財産に係る権益を取得し、これを香港外の第三者にライセンス供与して香港外で使用させる場合、そこから生じ

るロイヤルティ所得は、一般に、香港外源泉所得と見なされ、したがって事業所得税の課税対象とはならない。」
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前述のロイヤルティ所得の源泉地判定ルールと比較すると、上記の源泉地ルールは、IPの使用地に加え、IPの取得地およびライセン

ス供与地も重視している点に特徴があります。

したがって、IPが香港で取得され、または香港でライセンス供与された場合には、当該IPの使用地のみをもって、当該IPから生じるロイ

ヤルティ所得の源泉が確定的に判断されるものではありません。すなわち、そのような場合には、ライセンス契約に基づき香港外にお

けるIPの使用権を付与して得られるロイヤルティ所得であっても、香港源泉所得と見なされ、IROのセクション14に基づき香港で課税さ

れる可能性があります。

また、ロイヤルティ所得が国外源泉所得であり、IROのセクション14に基づき課税されない場合であっても、国外源泉所得非課税制度

（以下、「FSIE」）の下では、IROのセクション15Iに基づき課税対象となります。FSIE税制の下では、当該ロイヤルティ所得は、多国籍

企業グループに属する事業体が香港にて「受領」した時点で、ネクサス要件に基づく適格な研究開発（以下、「R&D」）支出が生じている

場合を除き、香港において課税対象となります。

ただし、購入したIPについては、通常、追加的なR&D支出が生じることはありません。これは、当該取得IPをさらに開発するための

R&D支出は、新たに開発されたIPにのみ帰属し得るためです。

納税者によっては、国外源泉のロイヤルティ所得について、「香港で受領されたもの」に該当しないように組成することが可能な場合が

あります（例えば、当該所得を株主への配当として分配することにより、FSIE税制の下で課税対象とならないようにする）。しかし、これ

は、セクション16EC（4）（b）を現行の形で維持することを正当化する十分な根拠とはならないように思われます。実際には、ビジネス上

の関係により、一部の納税者はそのような取決めを採用できない可能性があります。

したがって、当該IPの使用権から得られる所得がIROのセクション14または15Iに基づき香港で課税対象となる場合に、セクション

16EC（4）（b）を適用して当該IPの取得費用に係る損金算入を否認することは、税務上の対称性の原則に反することになります。

税制上の対称性の問題への対応策

香港納税者が、海外の委託製造業者に自社IPの使用を認め、その委託製造業者が当該IPを用いて当該納税者のために製品を製造

する場合、IRDは、そのIPの使用を委託製造業者によるものではなく、香港の納税者によるものと見なされるかどうかを検討する可能

性があります。つまり、委託製造業者が当該IPの使用に関して当該香港納税者の代理人として行動していると認められる場合には、そ

のような取決めは現行のセクション16EC（4）（b）の適用対象にならない可能性があります。

また、2011年のシンガポール所得税上訴委員会の決定である「ATG v Comptroller of Income Tax [2011] SGIBR 2」という事例も

参考になります。この事案では、シンガポールの納税者が海外の契約製造業者に提供した機械設備について、その契約製造業者もそ

の取決めから利益を受けるとはいえ、シンガポールの納税者の課税対象利益を生み出すためのものであると判断されました。その結

果、シンガポールの納税者は、その機械設備の使用について税務上の減価償却控除を行う権利を有するとされました。

同様に、香港納税者が海外の委託製造業者に自社IPを使用させて製品製造を委託する場合にも、当該IPの使用は、香港納税者の課

税対象となる事業利益を生み出すためのものと見なされる可能性があります。

さらに、香港納税者が委託製造業者に暗黙のロイヤルティを請求する場合にも、IRDは、その許諾が香港における通常の取引業務の

過程で香港から付与されるものであることを踏まえ、そのようなロイヤルティ所得が香港源泉所得と見なされるかどうかについても検討

する可能性があります。

「主要目的」テストの導入は妥当ではない

関連会社から取得したIPに係る費用について損金算入を認める政策目的は、香港へのIPの導入を促進し、IPを集中することで、より

効果的に活用できるようにする点にあると考えられます。

このような観点からすると、「唯一または主たる目的」テストに基づくIROのセクション61Aの一般的な租税回避防止規定よりハードルの

低い「主要目的」テストを新たに導入するという提案は、正当化されないと思われます。
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アップフロントのライセンス料の損金算入に係るIPの対象範囲の拡大または明確化

IROのセクション15（1）（a）、15（1）（b）および15（1）（ba）の対象となるIP使用権に関して、香港外のライセンサーが受領するアップフ

ロントのライセンス料は、通常、香港で源泉徴収税の対象となります。これらの条項が対象とするIP権の範囲は、本提案の対象となる8

種類のIPよりもやや広いように思われます。

例えば、香港外のフランチャイザーに対して支払うアップフロントのフランチャイズ料は、香港における商標の使用権や、商標または事

業運営モデルの使用に関連した知識を提供することを対象としており、通常、香港で源泉徴収税が課されます。

しかしながら、フランチャイズ料のうち商標使用権に関連する部分は、提案されている損金算入の対象となり得る一方、知識の提供に

関連する部分は、IROのセクション16E（4）に定義される「ノウハウ」に該当しないと考えられるため、対象とならない可能性があります。

コンサルテーション・ペーパーでは、このような費用について、提案されている損金算入の適用上、按分が認められるかどうかは明示さ

れていません。

したがって、EYは政府に対し、（i）アップフロントのライセンス料について、そのライセンス料が香港外ライセンサーに発生、または香港

外ライセンサーが受領するものであって、香港で源泉徴収税の対象となるのであれば、その支払について損金算入を認めること、また

は（ii）支払われるアップフロントのライセンス料が適格IPおよび非適格IPの双方を対象とする場合には、当該IPの評価に基づいて当該

ライセンス料を按分して損金算入することを明示的に認めることを提案しています。

香港のライセンサーに対するアップフロントのライセンス料の「発生」にのみに基づく課税

さらに、政府は、香港のライセンサーに係るアップフロントのライセンス料について、提案されている「発生または受領」ベースではなく、

「発生」にのみに基づいて課税することも検討できるものと考えられます。

後者の基準では、香港のライセンサーに係るアップフロントのライセンス料は、その相当部分が「発生」に基づきその後の年度に会計

上認識される場合であっても、当該ライセンス料を受領した年度に課税されます。

IPに係る評価報告書の提出要件における300万香港ドルという低基準額

IPの取得に伴う投資が300万香港ドル以上の場合に独立評価報告書の取得を求めるといった要件については、その基準額が低いよ

うに思われます。基準額がIPごとに適用される場合であっても、複数のIPが含まれる取引ごとに適用される場合であっても同様です。

シンガポールにおける同様の基準額である1,000万シンガポールドルとの整合性を図る観点から、EYは、政府に対し、当該基準額を

取引１件あたり6,000万香港ドルへ引き上げることを検討することを提案しています。

上記政府案に関する法案は、2026年中に議会に提出される見込みです。上記についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門

家にご連絡ください。
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